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21世紀刑教育システムの

創造に向けて

静岡県『新世紀教育計画』のしくみと可能性
静岡大学教育学部教授
（県教委•新教育計画策定専門委員長） 、馬 厄： 政： 幸：

現在、 各地で21世紀をふまえた新しい教育計画策定の取り組

みが行われています。 こうしたなか、静岡県では平成 7 年度か

ら向こう10年を目途とした『新世紀教育計画』をスタ ー トさせ

注目を集めています。 日本教育新聞静岡県版は昨年 1 年間、 同

計画策定委員会委員長の馬居政幸・静岡大学教育学部教授に計

画の解説を連載して頂き好評を博しました。 そこで改めて馬居

教授に修正・加筆して頂き、皆様の参考に供することに致しま

した。
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I氣定への枡tこな視、Ih|
教育システム転換の時代

■ 子どもの人口最低に
「15歳未満の子供の人口と総人口に占める比率

がともに調査を始めた1920年（大正 9 年）以来、

最低となっていることが総務庁が4日、公表した

「こどもの日」にちなんだ統計で明らかになった……

（中略）… …世界的にみても日本の子供の人口比

率は主要国の中で最低で、 『少子社会』ぶりが際

立っている」 （平成 7 年 5 月 5 日朝日新聞夕刊）

毎年こどもの日の 5 月 5 日の新聞には、 その年

の子どもの現状（問題）を象徴する話題が掲載さ

れる。今年（平成 7 年）は子どもの人口比の減少

がテーマであった。

このように日本では子どもの減少が少子化問題

として大きな課題であるが、世界の大勢は人口抑

制の方にある。昨年エジプトのカイロで開催され

た世界人口会議で最も話題になったのは、子ども
を産むかどうかについての女性の側の自己決定権

（リプロダクティプヘルス／ライツ）に関する論

議であった。
他方、工業化の進行とともに先進国と呼ばれる

ようになった国はいずれも少子化の洗礼を受けた。

その意味で、子どもの減少は日本の盟かさを示す
バロメ ー ターといえなくもない。実際に日本政府

はつい最近まで、人口政策の優等生として振る舞っ

てきたはず。

それがなぜ逆に現代の子どもの問題を象徴する

話題に変化したのか。 さらには、このような少子

化問題が静岡県の新しい教育計画にどのように関

係するのか、との疑問をもつ方もおられよう。

■ システム転換の時代
理由は子どもの過度の減少は、社会の再生産 ヽン

ステムの基盤を揺るがす問題になるからである。

平たくいえば、人気のテレビドラマの「八代将軍

吉宗」ではないが、 跡継ぎのいない家は断絶せざ

るをえない。この道理は国家も同じである。

通常、再生産の目安は一人の女性が生涯に産む

子どもの数の平均値（合計特殊出生率）が2.08を
切った時点。既に、日本はこの段階をゆうに越え

ている。

子どもは未来からの使者といわれる。その子ど

もが少なくなるということは、 その社会に未来が

ないということでもある。新聞に見るように、 子

どもの比率が世界の主要国で最も低くなるという

ことは、 日本の未来は世界で最も暗いということ

を意味しないか。

そして、実は、社会の再生産システムの中心に

あるのが教育システムなのである。さらに、現代

の教育システムの中核は学校である。

■ 何が問題か
社会の跡継ぎが育たないのは、その社会の教育
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システムに何らかの欠陥が生じていることを意味
する。特に、学校が ヽンステムの中核に位置してい
るとすれば、問題もまた学校にあるといわざるを
得ない。

もちろん教育•システムは学校のみでない。家庭
や地域、あるいは情報環境を含めた社会全体に広
がるものである。だが、戦後日本の教育システム
は学校中心に再構成され、それが社会の豊かさを
生み出す基盤のひとつとして極めて有効に機能し
てきたといえる。

他方で、少子化は学校教育の量的・質的拡大と
ともに進行したことも事実である。そして、日本
の教育システムが学校教育中心のシステムとして
完成したと思われたときに、その本来の目的であ
る社会の再生産システムとしての機能に障害が生
じてしまったわけである。

■ 新教育計画への視点
このことは、具体的な個々の学校や教師が問題

というのではない。むしろ私は、日本の学校と教
師は世界で最も優れてたレベルにあると評価する。
問題は、学校や教師の教育力の前提にある社会、ン
ステムに変化が生じ、学校中心の教育システムが
不適合になったことである。いかに教師が情熱を
もって指導したとしても、あるいはいかに学校の
中で子どもを長時間教え続けたとしても、そのこ
と自体がますます問題を深刻化させる原因になる
場合が生じるということである。個々人の努力を
越えて生じるのがシステムの問題だからである。

そしてこのようなシステム次元の問題に対処す
べく、文部省が提示してきたのが、新しい学力観

（教育の内容）と学校週五日制（教育の仕組み）
であり、これを総合する視点が生涯学習体系への
移行である。いずれも静岡県の新しい教育計画の
柱となる視点でもある。

学校教育自体の生涯学習化

■ 私の原則
新教育計画策定に取り組むにあたり、私は個人

的に3つの原則を設定した。

(a}30年先を見通しての10年計画であること
(b)人の生涯にわたる教育計画であること
(c)静岡県で生活する全ての人たちの教育計画
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であること。

まず(a)についてだが、この新教育計画は、その
名が示すように2001年（平成13) をはさんでの10

年を射程においた教育計画である。ただし、同じ
10年でも、現在を延長した10年と、より先を想定
した位置から逆算した10年では、その内容は全く
異なるものになる。

これまで少子化問題を切り口にシステムの次元
からの改編の必要性を指摘した。今、計画を策定
するとするなら、当然、現在の延長ではなく、将
来のあるべきシステムを想定しての計画でなけれ
ばならない。

では、いつを想定すぺきか。30年後の2025 年
（平成37)。これが私の考えである。

■ 超高齢社会に備えて
理由は、この時に日本が超高齢社会になること。

現在40代後半の団塊の世代が70代後半に、20代前
後の団塊ジュニアが50代前後に、そして働き盛り
の30代に現在の超少子化世代がいるからである。

30年後に日本の人口構成は逆ビラミッドに近い
形になる。少数で多数を支えなければならないわ
けである。そのために日本のあらゆる社会システ
ムが、この2025年における日本の姿を想定して改
編されようとしている。教育 ヽンステムも例外では
ない。

それは少子化にともなう学校の再編成にとどま
らない。労働や生産ヽンステムの改編は、男女が共
に働き共に家事・育児を担うことを要請する。日
本人が異なる文化の世界に住み、異なる文化の住
人が日本の地域社会で生活する社会になる。高度
に情報を駆使する能力や超高齢社会を支えるボラ
ンティアマインドが人として生きるための基礎・
基本になる。いずれも現在の学校教育のみでは対
象できない。

すなわち、30年後を想定しての教育計画とは、
人の生涯にわたる教育・学習システム全体の再構
築が課題である。(b)の原則である。

■ 生涯にわたるとは
もっとも生涯学習については、静岡県は先進県

としてさまざまな施策がすでに実施されている。
これまでの教育中期計画も生涯学習体系への移行
を前提とした計画である。

では何が新たな課題なのか。それは学校教育自



体の生涯学習化である。現在の教育ヽンステムが学
校中心であることは誰もが認めるところであろう。
それは単に小・中・高・大という学校教育が中心
であるにとどまらない。公的な施設や民間のカル
チャ ー センター などで生涯学習の名において実施
される教育も、その教育方法や教育内容からみれ
ば、実質的に学校教育の延長といわざるを得ない。
教師・教科書・教室・ 時間割といった、日本の学
校教育を構成する要素が中心にあるからである。

しかしこれから必要なのは、現在の学校教育と
同質の教育と学習を人の生涯全体に拡大すること
ではない。再構築の方向は学校教育自 体に向けら
れねばならない。 その第一歩が、新しい学力観に
基づく学校教育の再構築であり、学校週五日制の
実施による子どもの生きる場全体の再構築である。

加えて、人の生涯にわたる教育と学習のあり方
を再構築するといえば、当然、行政的には教育の
分野以外の問題に言及する必要がでてくる。すで
に文部省が担っている分野以外で、実質的に進行
している施策も多い。これが(c)の原則の社会的背
景である。そこで(c)の原則の理由だが、その答え
は(a)と(b)の原則との関係のなかにある。

行政の新たな枠組みの必要性

■ 行政の枠を越えて

まず(a)との関係。 「30年先を見通して」とは、
急速に進行する社会の超高齢化、国際化、情報化
に対応して、近未来社会にソフトランディングす
るための10年計画、という意味だが、問題はここ
から始まる。

前述したように超高齢化は少子化とセット。若
い男女が安心して子どもを産み育てることができ
る仕組みの構築が緊急課題である。その代表が保
育園の拡充だが、それを子育ての負担軽減の問題
に止めてはならない。重要なのは子育て初体験の
男女を「一人前の父親と母親」に教え育てるしく
み。 そこで必要になるのが、親子二代にわたる少
子世代の幼児期の教育システムをト ー タルに見直
し、再創造する教育計画である。だが、 0 歳児保
育も含めて保育園は厚生省所轄である。 それに対
して幼児教育の中核の幼稚園は文部省所轄である。

そして、新教育計画策定の主体は静岡県教育委員
会である。その守備範囲に保育園はない。 その結
果、従来の「文部省→教育委員会」の延長線上で
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策定する限り、(a)の課題を包含することは困難と
いわざるを得ない。

他方、私の手元に『今後の子育て支援のための
施策の基本方向について」と題する小冊子がある。
少子化の波を止めるために国が提示した、エンゼ
ルプランのパ ンフレットである。その第1ペ ー ジ
に、この計画が平成 6 年12月16日に文部、厚生、
労働、建設の 4 大臣により合意されたものである
と記されている。

現在の行政の枠組みは過去の問題に対処するた
めに設置されたもの。未来の問題解決のためには、
新たな枠組みが必要となる。そのことをエ ンゼル
プラ ンの成立過程が証明している。

同様のことは静岡県の教育行政においても指摘
できる。平成 7 年 2 月、私が座長をつとめ県教育
長に提出した「開かれた学校づくりの推進につい
て」には、保育のみでなく、高齢者ケアに関わる
サ ー ビス機関をも射程においた学校施設・設備の
開き方を提言した。

■ 連携の推進主体に

(b)の生涯学習の場合、県教委に生涯学習課が設
置されたことが示すように、「文部省→教育委員
会」のウイ ングはかなり広がってきた。だがそれ
ゆえに新たな課縣も生じてきている。

たとえば、生涯学習の柱にリカレ ント教育があ
る。その担い手候補の筆頭が私の職場、すなわち
大学である。だが、国・公・私立を問わず、現時
点では大学行政は県教委の守備範囲を越える課願
だ。県民全体の教育・学習を視野においた相互の
連携が、生涯学習推進のカギとなろう。

さらに、大学のみで県内各地の地域社会に根ざ
した生涯学習の多様かつ高度な推進は不可能であ
る。そのため、地域に根ざした教育実践を積み重
ねている高等学校にその担い手として期待が寄せ
られる。今後確実に進行する少子化に伴う急激な
生徒数減をも視野におきつつ、地域の多様な年代
の人々が生活する中で、気軽に学ぶことが可能な
高等教育機関として、高校を再構築することが今
後の重要課題であろう。そのためには、私学行政
や地域産業振興関係機関との連携が不可欠になる。

もちろん、これら全てが新計画の対象という意
味ではない。多様な機関相互の連携は、明確なプ
ラ ンに基づき積極的に推進する主体があって始め
て可能になる。その役割を担うことへの期待と決
意を込めて設定したのが(c)の原則なのである。、



さて、これまで教育計画を策定するにあたって
前提と したいくつかの視点について提示してきた。
ここから新世紀教育計画の中身の紹介に入りたい。
そのため、お手元に新世紀教育計画の本冊子ある
いはパンフレッドがあればその目次を見ていただ
きたい。も しなければ、新世紀教育計画の目次を
まとめた図 1ならびにその構造を示す図2と図3
を見ていただきたい。

生涯学習社会に向けた
「サンドイッチ構造」

■ 理念と施策
新世紀教育計画は、その目次が示すように、

「基本構想」と「基本計画」の二つの部分で構成
される。本計画の「基本コンセプト」を示 したの
が「基本構想」、その現実化のための「施 策コン
セプト」を示 したのが「基本計画」である。

すなわち、 「基本構想」では新世紀教育計画の
基本コンセプトに相当する理念が、次の三つの方
向から論じられる。まず、「1. これからの社会
と教育の課題」では、本教育計画の社会的背景と
それに基づく教育課題が明記される。そ してそれ
を受けて、「 2. 豊かでゆとりに満ちた生涯学習
社会の形成」と「 3. 新たな時代が要請する課題
への教育面の取み」という二つの方向によって、
本教育計画の基本コンセプトが提起される。 （以
後、 「2」を「生涯学習社会形成」、 「3」 を

「新時代要請」と略す） 次に、 「基本計画」では
「基本構想」で提示 した基本コンセプトの具体化
と して、教育実践化と行政施策化のための方向を
総合的に示す施策コンセプトとその内容を十種の
章によって提起 している。

図2を見ていただきたい。「基本計画」の第1
章～第 7 章が「生涯学習社会形成」、 第 8 章～第
10章が「新時代要請」の実践化と施策化に相当す
る部分であることが理解できよう。 では、図2に
ある、「生涯学習社会形成（第1章～第7章）」が

「新時代要請（第 8 章～第10章）」によって支えら
れているという図式は何を意味するのか。 ヒント
は「生涯学習社会形成」を構成する7種の施策コ
ンセプトの並び方にある。図2に示すように、 1 
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章と7章によって、2章から6章までがひとまと
まりのものと して挟まれる構造になっていること。
その理由は二つある。

■ サンドイッチ構造 ＇ 

その一つは、第 1 章と第 7 章は、第 2 章から第
6章とレベルの違う施策コンセプトであることを
示すためである。すなわち、「第 1 章 生涯にわ
たる学習環境の整備」と「第 7 章 生涯学習社会
に対応する指導者と施設の総合的活用の推進」は、
第2章から第六章までの全てに関係する施策コン
セプトである。

言いかえれば、第 1 章の理念を具体化する施策
コンセプトが第 2 章から第 6 章であり、それを担
い支える「ヒト」や「モノ」や「コト」の施策化
コンセプトが第7章というわけである。その二つ
は、7種のコンセプトの施策化に責任を持つ行政
主体を明確にすることを意図 したことである。多
分、現在の静岡県教育委員会事務局各課の構成を
知る方は理解できよう。

すなわち、第2章が義務教育課と高校教育課と
特殊教育課、第 3 章が青少年課、第 4 章が社会教
育課、第5章が文化課、第6章が体育保健課であ
る。そ して、第2章～第6章を総括する第1章と
第 7 章の担当課が生涯学習課である。

私は、この二つの関係を「 サンドイッチ構造」
と呼んでいる。サンドイッチのパンが第 1 章と第
7 章、中身が第 2 章～第 6 章というわけである。

すなわち、生涯学習社会形成というサンドイッ
チをつくるために、パンづくりを担当するのが生
涯学習課。 学習者の好みに応じて中身の材料を調
達 して料理するのが生涯学習課以外の各課である。

なぜこのような複雑な構造に したのか。さらに
は、教育計画策定の前提となる三つの原則の一つ
と して、「教育委員会行政の範囲を越える計画」
と述べたはずなのに、なぜ現状の事務局構成を前
提に した「基本計画」を立てたのか。

その理由は、今回の10年計画の実践主体とその
実践の射程範囲に関係する。

■ 現実化させるのは誰？
これまで幾度か指摘 したように、新世紀教育計

画は21世紀の静岡県教育の創造を射程において計
画である。その意味で、射程範囲は、少なくとも
超高齢化が予測される30年後にまで広げなければ
ならない。 ただ し、いかに理想的な計画であって



図 1 . 「新世紀教育計画」 目次
第 1 部 基本構想

1 これからの社会と教育の課題
2 豊かでゆ と り に満ちた生涯学習社会の形成
3 新たな時代が要請する課題への取組み

第 2 部 基本計画
施策体系

第 1 章 生涯に わ た る 学習環境の整備
1 生きがいに満ちた生涯学習の振興

(1渚進体制の整備
(2浮習機能の活性化 と学習活動の活発化
(3注涸李習の憫報提供の充実

2 学校週 5 日 制の推進
(1)学校、 家庭及び地域社会の連携協力の推進
(2)開かれた学校づく り の推進
(3辱たちの自主的 ・ 自発的な活動の支援

第 2 寧 自 立 と 共生 を 目 指す学校教育の充実
温か さ の あ る 幼稚園
1 幼鬼が伸び伸びと活動できる教育環塊の創造

（1)-人一人が遊びをつ く り 、 広げて い く 指導の充実
(2)幼鬼の意欲を育てる教師の援助

2 地域と と もに歩む幼稚園づく り の推進
(1)幼児教育のセンター的役割を担う幼稚園

明 る ＜ 楽 し い小学校
1 }暉の多彩な資質や能力を引き出す教育の推進

(1)自 ら対象にはたらきかけ、 学ぶ意欲を高める児童の育成
(2遭かな体験活動を通し、 生き方を広げる こ とができる児童の育成

2 豊かな心身をは ぐ く む教育の充実
(1)人権を尊霊する教育の推進
(2池を思いやる心を培う教育の推進
(3)いのちの大切さ に気付 く 心を培う教育の推進

3 地域社会に根ざした学校づく り の推進
(1)学校の生涯学習センタ ー と しての整備

学ぴの喜ぴに溝 ち た 中学校
1 生徒の主体性 ・ 創造性を伸ばす教育の推進

(1滋んで課題を見つけ、 自 ら考え、 選択 ・ 統合し、 表現する生徒の育成
(2湘性が生きる体験的な活動をとおし、 生き方を高める こ とができる生徒の育成

2 豊かな人間性と生きる力の育成
(1)人権を認重する教育の推進
(2)人 ・ 自然 ・ 社会 ・ 文化と のかかわ り を通した、 と も に生きる力をは く・ く む教育の推進
(3)自己の生活を見つめ、 判断し行動できる生徒の育成

3 地域 と と もに歩む学校づく り の推進
(1)地域住民に支援された教育活動の推進

個性が開花 し 夢広が る 高等学校
1 個性を生かし、 生徒の 自 主性 ・ 創造性を伸ばす教育の推進

(1)広い視野に立ち、 未来を拓く 課題解決能力 と表現力の育成
(2注徒の多様な個性に能じた教育の推進

2 自 ら の価値観や生き方を創造する主体の育成
(1)人権を尊重する教育の推進
(2)社会の中で生きてはた ら く 力を育てる教育の推進
(3冶命を尊重し、 暉康で安全な生活を築 く 実眠力の育成

3 文化を発信する高校づく り の推進
(1呻域や社会に対する学習機会の提供

可能性 を広げ希望 に潤ち た盲学校 ・ 聾学校 ・ 養護学校
1 自立をめざし、 自 己実現を図る教育の推進

（1)-人一人の特性に応じ、 発進を促す教育の充突
(2)様々 な経験を通し、 意欲を高め る教育の推進
(3)社会自立を促す高等部教育の充実

2 豊かな心身をはく・ く む教育の推進
(1)人権を尊箪する教育の推進
(2)ふれあいを広げ、 社会性を育てる教育の充実
(3冶命を大切に し、 生きる こ と の喜びを感じ る教育の充実

3 畔社会に根ざした教育の推進
(1池城の理解を広げ、 地域に開かれた学校づく り の推進

第 3 章 次代を祖 う 心豊かなた く ま し い青少年の育成
1 豊かな感性と市民性をはく＊ ＜ む参加体験浩動の推進

(1)自立への基盤を築く 社会参加活動の推進
(2洪生の心をは く・ く むポラ ン テ ィ ア学習の推進
(3)豊かな感性 とた く ま し さ を培う 自然体験活動の推進
(4)地球市民 と しての自覚を促す国際交流活動の推進

2 青少年の参加体験活動を支援する社会基盤の充実
(1)亨で心豊かなた く ま しい青少年をは ぐ く む基盤の整備
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(2)地域の青少年団体や腎少年グループヘの支接と指導者の痰成
3 冑少年を健やかには ぐ く む社会環塊の整備

(1)地域における非行防止体制の整備
(2)育少年を取 り 巻 く 環境浄化活動等の推進

第 4 章 豊かな人生を創出 す る 社会教育の推進
1 自 己を高めヽ う るおい と盤かさ をもた らす成人の学習活動の振興

(1)多様な学習機会の提供 と学習内容等の充実
(2)社会教育関係への助成と社会教育拠点施設の建設
(3)学習成果の社会への還元

2 豊かな人格の基礎をはく・ く む家庭教育への支援
(1)家庭づ く り を支援する学習機会、 情報提供 ・ 相談活動の充実
(2)地域や近隣の助け合いによ る子育て支援の体制づく り
(3満庭教育の リ ーダー痰成

3 確かな人権感党を身につける同和教育の推進
(1)同和問題解消のための啓発 ・ 教育の推進
(2暉導者届澤の充実
(3)心の通いあう交流活動の推進

第 5 章 未来 を拓 き 、 世界に広が る し ず おか文化の創造
1 文化の継承 と創造

(1)豊かな文化資源を生か した文化環境づ く り の推進
(2注活にう るおい と喜ぴをもた らす香り 高い文化汚動の推進
(3忘統ある文化遺産の発掘 ・ 継承 ・ 保存と未来への活用

2 文化発信社会の栂築
(1)世界に広がる しずおか文化の創造
(2)個性盤かな文化情報の発信 ・ 活用の推進
(3)国内外の様々 な文化と の活発な交流

第 6 章 健康で明 る い生活 を支 え る ス ポ ー ツ の振興
1 健康 ・ 体力づ く り や生きがいのための生涯スポー ツ の振興

(1)各種スポー ツ活動の育成と活動の支援
(2)地域に根づ く 生涯スポーツ環境の整備
(3渇あ る静岡国体の開催

2 可能性に挑む競技スポー ツの振興
(1)青少年のためのスポーツ活動の振興
(2)競技人 口の拡大と競技力の向上
(3)スポー ツ医甜学を取り 入れた総合スポーツ施設の整備

3 夢と希望にあふれる 「みるスポーツ」 の振興
(1)文化と しての 「みるスポーツ」 の振興
(2)国際大会を含むピ ッ グイベン ト の開催

第 7 章 生涯学習社会に対応す る 指導者 と 施設の総合的活用の推進
1 社会の様々 な教育への要請に応える指導者の育成

(1)学校教職輿の研修の充実
(2)社会教育関係指導者の痰成と研鯵の充実
(3)生涯学習時代の教職員等のライ ンプラ ンの推進

2 生涯学習社会を支える教育施設 ・ 設備の整備充実
(1消梵交の施設 ・ 設備の整備と多様な活用
(2)多様な社会教育施設や冑少年教育施設の整備 ・ 拡充
(3)県総合教育センターの整備 ・ 充実

3 時代の進展に対応する教育経営の推進
(1湘性豊かで、 魅力あふれる学校経営の推進
(2)地域の要請に応える柔軟で弾力的な社会教育機関の運営
(3淳習活動の多面的な評価 と入学者選抜制度の在り 方の検討
(4)地域の防災拠点 と しての学校 ・ 施設経営の推進

第 8 章 明 る ＜ 塁か な共生社会の形成 を 目 指す教育の推進
1 心ふれあ う ポ ラ ンテ ィ ア学習の振興

(1)ボラ ンテ ィ ア活動の推進と環塊整備
(2)ボラ ン テ ィ ア活動の場や機会の提供

2 少子 ・ 高齢社会への対応
(1辱たち力迂iいに育ち、 学び、 教え合う埠の創造
(2澤寿社会を生きる高齢者の生きがいづく り と社会参加への支援
(3漠世代間の相互理解と交流の推進

3 男女共同参回社会の形成の促進
(1)生涯にわたる男女平等教育の推進
(2隅女がと も に築 く 社会づ く り への支援

第 9 章 活発な 交流 と 連携 を促進す る 高度情報化の推進
1 情報活用能力の育成

(1)コ ンピュ ータ活用能力の育成
(2)高度憫報也に伴う憫報教育の基盤の整備充実

2 マルチメ プ イ アを活用 した教育の推進
(1)マルチメ デ ィ アの活用体制の整備
(2)マルチメ デ ィ アの特性を生かした学習の創造
(3滲様化する学習への要請に応じた活用の促進

第 1 0章 地球時代に伴 う 自 然や異文化 と の交流 ・ 共生
1 内なる国際化の推進 と異文化との交流

(1)自国や郷土文化の理解に基づく 異文化理解の充実
(2)外国語学習や国際交流の充実に よ る異文化理解の促進
(3)世界に開われた地域づく り の推進

2 地球的視野に立 っ た自然環境の保全と 自 然 と の共生
(1)感じ 、 考え、 行動する環境教育の実眠
(2)地域社会における職場学習の充実
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図 2 教育計画の し く み

未 来 を 切 り 拓 く 感 性 と 創 造 性 を 求 め て
一豊かでゆと り に満ちた生涯学習社会の形成一

本 構 想
1 . これからの社会と教育の課題
2 . 豊かでゆ と り に満ちた生涯学習社会の形成
3 . 新たな時代が要請する課題への取組み
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第
1
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第10章 地球時代に伴う 自然や異文化との交流 ． ・ 共生
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第 3 章
第 4 章
第 5 章
第 6 章

自立と共生を目指す学校教育の充実
湿かさのある幼稚園
明る ＜ 楽しい小学校
学びの喜びに満ちた中学校
個性が開花し夢広がる高等学校
可能性を広げ希望に満ちた盲学校 ・ 聾学校 ・ 養護学校

次代を担う心豊かなた く ま しい青少年の育成
豊かな人生を創出する社会教育の推進
未来を拓き、 世界に広がる しずおか文化の創造
健康で明 るい生活を支えるスポーツの振興

も、それを具体化する実践主体とセットで提示さ
れなければ、文字通 り 「絵に書いた餅」に終わら
ざるをえない。 そして、当面の本教育計画の実践
主体が、現在の教育委員会各課であること 自 体に
変化はない。

そのため、「基本構想」 ではあ く ま で中 ・ 長期
展望にたった教育の理想と課題を提起する。 それ
を受けて、現状の教育システムを前提としつつも、
可能な限 り 現実化させるために必要な施策を改め
て考察し、それをコ ンセプ ト 化して提起したのが、
「基本計画」の 7 本の柱なのである。加えて、そ
の7本の柱を並列するので はな く 、学習者主体の
教育 ・ン ス テムに向 けての再構成への第一歩として、
サンドイッチ構造をとったわけである。

その意味で、新世紀教育計画の役割 は、2 0世紀
型教育システムと21世紀型教育システムの橋渡し
にあると考える。． 

第 2 章

問題解決学習も必要
しかし、それにしても現行の教育委員会行政で

第
7g
醤
蓄
慕
穏
玄
想
雲施

繋

霊爾
蘊

は対応できない課題が多々あることも否定できな
い。 そのため、現状のシステムで は対応できな く
とも、必要な課題は 提起しておかなければならな
し ‘o

さらに、教育委員会以外の行政主体、あるい は
民間事業所や各種ボランティア活動ともネ ッ ト ワ ー

ク を は り つつ実践化するための道筋だけは用意し
ておかなければならない。

それが、「新たな時代が要請する課題への教育
面の取組み （第 8 章～第 1 0章） 」 として提起した
3 つの課題である。

この 3 つ は、いわば、行政システムを前提にす
るのではな く 、問題中心に組み立てた内容である。
1章から 7 章 ま でのサンドイ ッ チ作 り が系統学習

であるのに対して、問題解決学習に相当する計画
づ く り といえよ う。

し たがって、この中に盛られる内容は、教育委
員会各課が担う場合もあれば、他の部局に任せる
ものもある。 相互に連携をと り つつ進めるものも
あれば、 民間やポランテ ィ ア団体に委ねる課題も
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1. 

ありうる。
ただ し、その「課題の提起」と「解決の方向」

の提示は、静岡県の教育のあり方に責任を持つ主
体と して、当然、． 教育委員会が担う べきである、
という立場から設けた部分である。

「問題解決学習を進めるための ネット ワ ー ク づ
くりの中核を教育委員会が担う」、というわけで
ある。

一方で、確実に各課の課題を系統的に実践 し 、
他方で新た な時代が要請する課題に向けて、射程
を広げながら、教育計画を現実化 さ せる。この よ
うな実践化の方向を示すのが上向きの矢印であり、
第 8 、 9 、10章に よ っ て、第 1、 2 、3、 4 、5、
6、7章を支える構造である。

では、この10種の施策 コ ンセプトは、それぞれ
どのような系統学習と問題解決学習を志向す 戸 の
か。

学習環境整備へ の 2 つ の カ ギ

■ 大 ・ 中 ・ 小の項 目

ところで、「基本計画」を構成する10種の施策
（第 1章～第10章、以下大項 目 と 称す）はそれぞ

れ数種の中項 目により、その中項 目もまた数種の
小項 目 に よ って構成 さ れている。その結果、基本
計画の内容は120種近い項 目 に よ っ て構成 さ れて
いるため、その一つひとつの内容をここで解説す
ることは不可能である。そのため、大・中・小の
項 目をひとまとまりのものと してとらえ、そのま
とまり方の特性に注 目 していきたい。

そこでまず最初に「第 1 章 生涯にわたる学習
環境の整備」だが、あえていうまでもなく、「第
7 章 生涯学習社会に対応する指導者と施設の総

合的活用の推進」とともに、生涯学習社会形成と
いうサ ン ドイ ッ チのパ ンをつくる大項 目 ＝施策コ
ンセプトである。

■ 全ての人に生涯学習 を

再び図1の 目 次をみていただきたい。「第 1章」
では、生涯学習社会を形成するために教育行政が
担うべき役割とその実践化の方向が、二つの中項
目と六つの小項目に より提示 さ れている。

すなわち、中項 目 の「 1 生きがいに満ち た 生
涯学習の振興」に より、あらゆる年代の人たちが
自分の学習 ニ ー ズに応 じて、いつでも、どこでも、
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自由に学ぶことができるようにする ための学習環
境の整備が、行政の第一の役割であることを明ら
かに している。

その実践化推進の基盤となるのが、公的機関の
みでなく、民間や県内の高等教育機関との ネ ッ ト
ワ ー ク 化をも含めた総合的な推進体制の整備であ
るあることを、小項 目 で示す (1-(1))。 さ らに、
単に学習欲求の高まりを待つのではなく、積極的
に学習ニ ー ズの開発に取り組む一方で、その ニ ー

ズに応えて家庭や学校や社会の学習機能をより一

層高める施策の必要性（ 1＿ (2)) を提示するとと
もに、それらの学習情報を一人ひとりに伝える 、ン
ステムの整備・ 充実が行政の最も重要な役割であ
ることも小項 目 に明記する C 1 -(3))。

■ 未来か ら の人たち に

他方、中項 目 「1」が全ての年代の人たちを対
象とする計画であるのに対 して、 2 1 世紀の 未来
を担う子どもたちの教育のあり方に焦点を絞 って、
役割を明記 し たのが中項 目の「 2 学校週五日 制
の推進」である。

ただ し、その実践化の 目的は、学校の教育を 5

日間に減らすことではなく、地域社会や家庭を含
め た子どもの生きる場全体における教育力の再創
造にある ( 2 -(1))。その ためには、まず、学校
が地域や家庭に開かれた場に積極的に変わること
が不可欠である ( 2 -(2))。さ らに、学校の外に、
子 どもたちが ‘‘共に遊び、学び、教えあえる” た
めの多様な場と機会を創造することが課題になる
( 2  -(3))。そ して、このよ うな生涯学習社会形成
に向けての役割と実践化の方向を、多様な教育 ・
学習の ステージに応じて、現実化 さ せる ための基
本計画が、何度も繰り返す ように第 2 章から第 6
章を構成する大・中・小の各項 目 なのである。

また、その実践を担う “ ヒト、モノ、 コ ト ” を
総合的に育成・充実・活用するための計画が第 7

章である。
とりわけ、第 1 章の「 2 学校週五日制の推進」

と密接に関係するのが、いうまでも な く 「第 2 章
自立と共生を 目指す学校教育の充実」 である。

そこで次にこの大項目の特性に 目 を向け たいが、
基本計画全体の中で最も多くの中・小項目によ っ
て構成 さ れる大項 目でもある。そのため、ここで
は第 2 章すなわち大項目「 2 」の基本計画全体の
構成上の位置づけと個別大項 目と し ての内容構成
上の特性という二つの観点から紹介 していきたい。



■ 学校教育と し て統一
まず全体構成上での特性は、幼稚園、小学校、

中学校、高等学校、養護学校という個々の学校教
育を、 ひとまとまりのものとして位置づけたこと
である。これが中・小項 目 が膨大になった理由で
も ある。加えて、単に項 目 が多い だけでは ない。
第 1 章と第 3 、 4 、 5 、 6 、 7 章は、サ ン ド イ ッ

チ構造とともに説明したように、施策体系との関
わりにより、それぞれ静岡県教育委員会を構成す
る各課に単独で対応した内容になっている。だが、
第 2 章は義務教育、高校教育、特殊教育という三
つの課にかかわる施策で構成 さ れている。その意
味で、他との整合性を考えるなら、校種 ごとに大
項 目を起こすべきであろう。それをなぜ、学校教
育で統一する必要があったのか。理由は、基本計
画全体を員 く テー マである 『農かでゆとり満ちた
生涯学習社会の形成』 にある。

■ 学校教育の方向t生
新世紀教育計画の課題は、学校教育の生涯学習

化であるということは前に述べた。生涯学習社会
における学校教育のあるべき方向を提起し、それ
に向かって現在の学校を どのように改編するかが、
本教育計画の最重要課題といっても過言ではない。
その具体化のひとつがサ ンドイッチ構造であるこ
とはすでに指摘した。次の問題は学校教育自体の
方向性である。

改編すべき面が多々あることも否定できない。

■ 三つの要請
すなわち、①学校教育自体の生涯学習化への方

向づけを提示しながら、②現状の機能を維持しつ
っ、③地域社会を基盤とする生涯学習の推進を担
う、という三つの要請を同時に満た す答えを用意
すること。これが学校教育についての新教育計画
の課題であった。そのために、まず①の要請に答
えるために、幼・小・中・高・養を 「自立と共生
を 目 指す」というコ ンセプ ト により、一つの大項
目にまとめ、各校種単位の内容をーラ ン ク 下の中
項 目 に位置づけた。他方、②の要請である校種単
位の現在の役割を維持するため、校種 ごとに立て
られた中項 目に他の大項 目と同じ重みをもたせた。
その結果が、10種の大項目のなかで最も多くの中・
小項目を包含する大項 目の誕生というわけである。

■ 内容構成の枠組み
この三つの要請は、次の二つの方法により、内

容構成の枠組みとしても展開し た。 その一つは、
中項 目のコ ンセプトの表現の仕方。

すなわち、①と②の要請を同時に満たすために、
学習者の特性に応じて校種単位に、 生涯学習の基
盤を育む ための課題を設定 し、象徴的な言葉で教
育 目 標を提示。それを中項 目のコ ンセプトとして
表現したことである （図1と図2 を参照）。各校
種独自の教育 目 標という点では②の要請、生涯学
習の基盤づ く りという面で相互に関連している点
では①の要請に応える構成である。さ らに、③の
要請への答えとしては、中項 目 の コ ンセプトを誰
もが理解できるよう、親しみやすいキャ ッ チ フ レ ー

ズとして表現した （「温か さ のある幼稚園」 など）。
二つ 目は、小項目の枠組みを統一したことであ

る。 すなわち、校種単位に立てられた中項 目の教
育内容を構成する小項 目の枠組み gむ通 フ レイム）
として、「自立」 「共生」 「開かれた学校」 とい
う三つの教育内容に関するコ ン セプ ト を提示した
わけである。そこで次にこの三つのキ ーコ ンセプ
トと各校種単位のキ ャ ッ チ フ レ ー ズについてもう

だが他方で、改編といっても、現在の学校教育
が果たしている役割を無視することはできない。
さ まざまな困難な課題を抱えつつも、現代の日本
社会において、学校教育が果たしている役割は極
めて大きい。さ ら に、生涯学習社会を形成する過
程においても、現在の学校教育が果たすべき役割
は非常に大きい。生涯学習社会が要請する学校教
育の改編とは、学校の役割の変化であっても、 機
能の縮小ではない。むしろ、教育 ンヽ ステム 全体に
おける重要度はより高まる。とりわけ日本の場合、
学校は、これまでの歴史をふまえるなら、生活に
密着した地域社会を舞台とする生涯学習推進 、ン ス
テ ムを形成する上で、極めて重要な教育資源であ
る。

少し紹介したい。

ただし、現状のままでは、幼・小・中 ・ 高・養
それぞれの校種 ごとに完結した教育がな さ れる傾
向が強い。未来を生きる子 どもたちの生涯にわ た
る学習の基盤を教え育てる機関になるためには、
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■ 学校教育のキ ー コ ン セ プ ト
まず、キ ーコ ンセプトについて。 顔と名前が異

なるように、個性や能力も子 ども一人ひ と り異な
ること。何よりも一人ひとりの人生が異なる以上、



“自 ら立つ＂ ための課題もまた一人 ひ とり異な
るはず。ただし、基礎・ 基本の否定ではない。個
性と能力が異なれば、その学習過程もまた異なり、
自立への課題が異なれば、基礎・ 基本の内容 自 体
が個性的である必要があると いうことである。

さ らに、自立は孤立ではない。多様・ 異質な人・
社会 ・ 文化・ 自 然と “共に生きる” ことこそ、ヒ
トが人間として豊かな生を活きるための必須条件。
加えて、子 どもが自 立 ・ 共生する世界は学校の 中
ではなく外のはず。一人の人間として外で生きる
ための基礎・ 基本の学習は、学校の中の教師のみ
では担えな い。外で生きる人たちの助けが必要で
ある。援助を願う以上、外の世界に貢献するのは
当然であろう。地域社会に “学校を開 く ’' ことが、
教育内容の共通フレイムのキ ー コ ン セプトになる
理由である。

■ 2 1 世紀への正夢
次に キャ ッチフレー ズについて。
生涯学習が前提な ら、幼児期か ら思春期をへて

若者に成長する過程で学習課題が異なるのが当然
であろう。それも一人ひとりの自立 ・ 共生が課題
である以上、教科書的知識の難易度ではな く 、 学
びと育ちのあり方としてである。これが、子 ども
の成長と発達に則した課題を、だれにも理解でき
る キ ャ ッチ フ レ ー ズとして校種単位に提示した理
由である。

まず、子 どもが始めて家庭を出て、公的な教育
機関において他者とともに育つ幼児期においては、
何よりも愛情豊かな ‘‘温かさ” が必要である。

次いで、生涯学習の基礎を培う児童期の小学校
時代は、子ども一人ひとりが ‘学び＇ の “明るさ＂

と “楽しさ” を五感で体得することが課題である。
また、思春期に入り大人として自立するための

基盤を築 く 中学時代の課題は、自 らの判断で “学
び” の “喜び＂ を ‘‘見いだす'’ ことにある。

そして、思春期を越えて一人の人間とて人生の
方向を考え選択しなけばな ら な い高校時代の課題
を、 ‘‘個性が開花し夢広がる” と表現したわけで
ある。

さ らにより注意すべきことは、自立と共生は健
常者のみの課題ではないことである。様々な障害
を持って生まれた人達が、 “可能性を広げ希望に
満ちた＂ 人としての生を開 く ことができるか どう
かが、今後の教育の最重要課願であることを忘れ
てはな ら な い。理由は超高齢社会とは誰もが障害

者となる社会であること。ハ ン デ ィを前提とする
自立と共生は、これか ら の 日 本社会で生きる全て
の人が必要な発達課題である。

このようなきめ細やかで多様な教育は、教師で
あれば誰もが一度は抱いた夢ではなかったか。だ
が、それだけに、この キ ャ ッ チ フ レー ズある い は
先の共通フレイムとなる三種のキ ーコ ンセプト に
基づく教育実践についても、それを現実化するう
えでの困難さに対する不安やとま ど いもまた大き
いのではないか。とりわけ、夢はあ く まで夢であっ
て現実ではな い、 と 考える先生方が多 いのではな
いか。しかし、その夢を ‘‘正夢” にするもう一つ
の現実が、この教育計画策定過程において明 ら か
になってきた。それは少子化現象のさ ら なる進行
である。

少子化か か な え る 教育の夢

■ 1 996年元旦
新 世紀教育計画策定が ス タートしたのは1994年

3 月、それか ら 二度 目の正月であり、21 世紀まで
あと 5 年となった1996年 1 月 1 日 の新聞をみて驚
いた。昨年の出生数が再び減少したとの記事があっ
たか らである。

私は主要新聞の元旦紙面を見ることを仕事始め
にしている。特に、ここ数年、厚生省による前年
の人 口推計に注 目 してきた。

平成 7 年の元旦は、119万 (1993年）か ら 124万
(199碑）へと出生数増が大き く 報道された。 こ
れでようや く 少子化に歯止めがかかるとの期待を
もった方も多いので は な いか。ところが、今年の
各紙共通の見出しは 「出生再び減少」。 1995年は
119万代に逆戻りした様子である。

これまで何度か、新世紀教育計画策定の背景に、
少子化による教育ヽンステム転換への圧力があるこ
とを指摘した。その意味で、1994年の出生数増の
傾向が1995年も続けば、システム転換への余裕が
できると考えて い た。しかし、改革への時間はま
すます限 られてきたようである。

■ 夢を求めて
堺屋太一氏による『大変な時代」 と いう言葉が
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今年を象徴するようだが、教育界も例外ではない。
だが、堺屋氏も指摘 しているが、こういう時代だ
からこ そ 夢あるプ ラ ス思考が必要であ る 。

1995年（平成 7 ) 末に発表された リ ク ル ー トの
進路動向予測では、現在の大学の定員が維持され
れば、 2009年に日本 は大学全入時代になる と の こ
と 。2009年に現役生 と して大学を受験する人達は、
1996年 4 月時点で 5 歳の男女。これから小学校に
入る子どもたちである。

加えて、当然のこ と ながら、2009年に突然全入
時代になるわけで はない。それまでの十数年の間、
子どもの減少に伴 っ て入学率は毎年確実にアップ
する。 さらに、私の職場も含め、生き残 り をかけ
た大学改革によ り 、大学の定員は現在増加中であ
る。その結果、大学全入時代 はよ り 早 ま る可能性
もある。そして、昨年生 じた再度の出生数減少は、
この方向をよ り 確実なものにする。

少なくと も、現在の小学生が大学を受験する時
に は、 全く異なる状況になっているこ と を指摘し
ておきたい。理由 は 、 現在 の 受 験、ン ス テ ム は 、
1973年の209万人を ピ ー ク と する第 2 次ベ ビ ー プー
ム 世代 （団塊 ジ ュ ニア） の成長 と と もに構築され
てきた仕組みだからである。そ の 6 割にも満たな
い119万人が昨年の出生数である。 そ して現在の
大学進学率 は 四割以上、専修 ・ 専門学校を含めれ
ば同年代の 7 割が高校卒業後進学している。ちな
みに、73年生ま れの男女 と は、現役生なら現在大

学 4 年、超氷河期 と いわれた就職戦線で苦闘して
いる若者である。

すなわち、学校教育を入試のための序列づけか
ら解放し、子ども一人一人の個性に応 じた学びの
世界に転換させるこ と 。これが少子化の教育シ ス
テムヘの圧力の中身 と 考える。その意味で、少子
化こそ新 世紀教育計画が目指す学校の生涯学習化
の基盤である。そしてこれが、先にキャッチフ レ ー

ズや キ ー コ ン セプト に込めた新 世紀教育計画の
“夢＂ を ‘‘正夢＂ するもう一つの現実 と して、少

子化現象の進行を提示した理由である。

学校 を と り ま く 生涯学習の輪

■ 改めて全体構造

少し横道にそれたが、再び新世紀教育計画の項
目の紹介に戻 り たい。

図 3 を見ていただきたい。これは平成 8 年 1 月
18日の県教育委員会定例会において新世紀教育計
画が決定された と きに、 そ の内容を県教委から記
者発表する際に配布された資料の一 つである。

（同様の図 は新 世紀教育計画の本冊子にも掲載さ
れている。参照いただきたい。）これが「基本計
画」の全体構造。既に紹介した サ ンドイッチ構造
をふ ま えつつ、新たに基本計画を構成する十種の
章全体の相互関係をよ り 明確に示 し た図である。
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すなわち、 「未米を切り拓 く 感性と創造性を求
めて」 が新世紀教育計画の目指す方向。そのため
に必要な「盟かでゆとりに満ちた生涯学習社会の
形成」の具体化に向けて、理念と それを担い現実
化する ヒト 、 モノ、コト のあり方を示す第1章と
第七章。その二つの帝に挟まれた空間（第2~6
章） が生涯にわた る 人の学びの過程である。

家庭教育に始まり、学校教育と青少年教育が平
行して進行し、その後に社会教育が生涯学習を支
援する。その回りに体育と文化が二重に取り囲む。
その外側を少子・ 高齢化（第 8 章） 、高度情報化

（第 9 章） 、地球時代と環境問題（第 10章） とい
う 2 1 世紀にむけて日本社会が解決すべき問題群
が要請する新たな教育課題が、 三方か ら射し込む。
これが全体構造である。

その中で学校教育については既に紹介した。
次の課題は学校を取り囲む四つの章であ る 。

■ 中核は学校教育だが
学校教育が図の中心ということは、生涯学習社

会といえども、やはりその中核に学校教育がある
ことを示している。ただし、それは人生の基盤を
形成する児童期、 思春期、青年期における意図的・
計画的な教育の必要性と重要性を示したものであっ
て、他の学習機会の価値を下位に位置づける こと
を意味するのではない。

すなわち、 家庭教育に始まる他の教育を、学校
教育の下位に置 く ことを意味す る のではない。人
間は生涯にわたり成長 ・ 発達する存在、という学
習観が前提である。家庭や地域での教えと学びに
支えられてこそ、学校は21世紀の日本社会を担う
子どもの育成機関になりうることを示す図である。

では、学校教育とは異なる家庭教育や地域社会
固有の教育課題とは何か。

■ 市民 と して
ヒトが人間となるための歩みを始める場が家庭。

そこでの学びの重要性は時代と社会がいかに変わ
ろうと不変であ る。ただし、本教育計画はあ く ま
で公的な行政が担う教育の計画。私的な家庭の世
界に直接介入することは慎まなければならない。
この傾向 は、社会の成熟度が増すほどに強まるは
ずであ る 。 家族の多様化の進行もまた止めえない
であろう。

その意味で、 家庭教育の課題は子どもを産み育
てる両親の教育であ る 。図 3において家庭教育を

括弧で包み、図 1 の目次が示すように、「盟かな
人格の基盤をは ぐ く む家庭教育への支援」 を、 社
会教育の課題である「第 4 章」 の 「2」に位置づ
けた理由である。では、家庭を巣立とうとする子
どもへの教育課題は何か。 「次代を担う心型か な
たくましい青少年育成」 （第 3章） は、 意図的 ・
計画的な学校のみでは担えない。

一人の市民として、 自 ら社会を構成する主体者
となるた めの自 覚と能力（市民性） をいかに培う
か。それは、実際の社会生活を営む現場に直接参
加することでしか身につけ ら れない。この社会の
現場の教育力を高める新たな活動の推進、それを
支援する社会基盤 ・ 環境の充実整備が、青少年教
育の課題であ る 。 さ らに、学校教育を終えた一人
の成人として、 「豊かな人生の創出」 をキ ー コ ン
セ プト とする学習活動の推進が、生涯学習社会に
おける社会教育の役割。 具体的には、誰もが、い
つでも、どこでも自己を高め る ことに挑戦できる
学習機会を準備する一方で、理不尽な差別を排除
す る 確かな人権感覚を培う教育を推進することが、
社会教育の課題にな る 。

■ 生涯学習の源泉
生涯にわた る学びは、健やかな身体の育成によっ

て支え られる。体育が、 学校教育 • 青少年教育・
社会教育という生涯学習の場を取り囲む理由であ
る 。そのために必要なのが、一方で誰もが気軽に
取り組める生涯 ス ポ ー ツであるとともに、他方で
自分の可能性に挑む競技スポ ー ツ の振興である。
加えて「みる ス ポ ー ツ」という新観点から、 「健
康で明るい生活を支える ス ポ ー ツ の振興」 （第 6
章） がキ ーコ ンセプト になる。

さ ら に、教育と学習の基盤は文化の農かさにあ
る。長い歴史に育まれた文化を継承するとともに、
盟かな文化活動を創造すること。そして、静岡の
地か ら 世界に文化を発信する社会を構築すること。
この二つを課題に、「 未来を拓き、世界に広がる
しずおか文化の創造」 という キ ー コ ンセ プトが、
生涯学習全体を大き く 包み込む理由である。

改編 の カ ギ を に ぎ る 教職員

■ 教科の改編
『 小 ・ 中・ 高に 「総合科」 新教科設置提言

方針 環境・ 情報など主眼』
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平成 8 年3月 4 日の読売新聞の見出しである。
その内容に、第15期中央教育審議会が21 世紀の学
校週五日制下の小・ 中 ・ 高校教育に、新教科とし
て 「総合科」 （仮称） の設置を提言すること を 固
めた、とあった。環境教育や情報教育、国際理解
教育な ど社会的な要請が高ま っ て いる教育課程を、
学校教育に組み込むための時間枠。夏前にもまと
める予定の答申に、学校週五日制の完全実施とと
もに盛 り 込まれる見通し、とも記されていた。

文部省による正式発表で はないため、実際にこ
のような答申になるかどうか は 今後の問題。たと
え答申に盛 り 込まれても、その後の教育課程審議
会 を経ての新たな学習指導要領において実現する
ためには、解決すべき問題が多々ある。だが、学
校週五 日 制の完全実施が前提になれ ば、教科の再
編 ・ 統合もまた論議の対象にな らざるをえない は
ず。 少子・ 高 齢化、国際化、情報化な どの急激な
進行に伴い、旧米の教育課程で は扱いきれない教
育課頗が存在することも事実。 その意味で、21 世
紀の日本の学校教育において、「総合科」に類す
る新教科が求め ら れていることもまた否定できな
い事実である。

もう一つ21世紀の学校の課題を 考える上で気に
なる記事を紹介したい。

■ 学歴主義の改編
『さ く ら 銀、年齢給を廃止 総合職 勤務地

限定制も導入』
平成 8 年 2 月 9 口 の 口 本経済新聞の一面トップ

の見出しである。さ く ら 銀行が人件費削減を 目的
に年功賃金制を廃止。能力主義による人事・ 給 与
体系に転換するとともに、勤務地や職務を限定し
た新職制の導入による従業員の処遇の多様化を検
討中との内容である。

年功賃金は終身雇用とセット。終身雇用だか ら
こ そ 卒業後に入る企業のラン ク と結びついた大学
の銘柄が問題になる。少々犠牲を払っても、銘柄
大学に入学できれば人生は保障されるか らである。
これが日本型学歴主義の社会的基盤。 その年功賃
金の廃止は当然、 終身雇用と結びついた銘柄大学
入学の価値に影響する。能力給になれ ば、次々と
新たな課題に挑戦し、その解決能力 （個性） を積
極的にアビ ー ルすることが必要。 「総合科」新設
の社会的背景と言えまいか。

加えて、既に紹介したが、少子化の進行で21世
紀初頭の日本 は大学全入時代になる。旧来の教科

構造を 前提に、知識の記憶量と処理の速さで銘柄
大学入学を競う学校教育の再編成が、21 世紀型教
育 ンヽス テム創造の中心課題になること は明 らかで
あろう。

■ シ ス テ ム改編の道筋
これまで紹介してきたように、新世紀教育計画

の課題は、20世紀型か ら21世紀型への教育シス テ
ム改編を、現行のシス テムの機能を維持しつつ推
進すること。そのための フレイ ムが二重のサンド
イ ッチ構造。理念 （第 1 章） と そ れ を 具体化する
ヒト、 モ ノ 、 コ トのあ り 方 （第 7 章） で、現行 シ
ス テム （第 2 章～第6章）を はさみ、そ れ ら を基
本構想と21世紀が要請する新たな教育課題 （第 8

章、第 9 章、第 10章） ではさむ構造である。いず
れも、今後生じる時代と社会の変化に、現行の教
育 ヽン ス テムが的確に対応できるための道筋をつけ
ることが 目的である。

て、これまでサンド イ ッチのパンの片方と中身
である「基本計画」 の第 1 章か ら第 6 章まで紹介
してきた。残る は第 7 章か ら 第10章の内容である。

ただし、第 7 章の概要 はすでにサンド イ ッチ構
造の説明過程で幾度か紹介してきた。そこでここ
では、本計画の策定開始後一年 目の時点で発表し
た中間素案に はなかったが、二年 目の検討過程に
おいて新たに付加した第7章の 「3 時代の進展
に対応する教育経営の推進」の 「(3)学習活動の多
面的な評価と入学者選抜制度の在 り 方の検討」と

「(4)地域の防災拠点としての学校 ・ 施設経営の推
進」を特に取 り 上げて紹介したい。

■ ま ず学校か ら
「3-(3)」は、入試制度にかかわる課題である

以上、従米な ら 高校教育の欄に入るべき項 目であ
る。だが、先に紹介したさ く ら 銀行の記事が示唆
するように、現行選抜 ヽンス テムの前提にある日本
型学歴主義の改編を視野におけば、問題 は高校入
試や大学入試のあ り 方に止ま ら ない。学校教育 ヽン
ス テム全体の課頗として、と り わけ出口 で はな く
学習過程全体における評価のあ り 方とセットで検
討する必要がある。これが現行の教育シス テム全
体を統括する位置 （第 7 章 3 ) においた理由で
ある。

「3-(4)」 はいうまでもな く 阪神淡路大震災の
教訓 を ふまえての項 目である。ただし、よ り 積極
的に、震災のみでな く 、未来に生じる予期せぬ災
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害のために、学校・ 施設経営をどこまで準備でき
るかを課縣に提起した。さらに、この問題解決 へ
の道筋は、よ り 普遍的に、学校週五日制下の21世
紀の学校が、地域住民の生活を支え る 基盤として
新たな価値を獲得でき る かどうかについて、真っ
正面から問う こ とによってのみ見いだす こ とが可
能にな る と考え る 。これが「3 - (3)」と 同様に、

「3- (4)」 を現行の教育 ヽン ス テム全体を統括す る
末尾に置いた理由であ る 。

次に、新たな時代が要請す る 課題を提起した第
8 、 9 、1 0章についてだが、この位置づけの概要
についても本計画の構造とセッ ト で紹介してきた。
また、内容についても、本計画の視点や原則を論
じ る 過程で実質的に紹介した。そのため、本稿の
末尾とす る ために、各章の個別的な解説ではな く 、
三つの章に共通す る た教育システム改編への必要
性、と り わけ今後予測され る 学校教育の変化とそ
の具体化の方向を提示す る こ とを考えた。と こ ろ
が、中教審によ る「総合科」の構想やさ く ら銀 行
の年功賃金廃止の新聞記事が示唆す るように、現
実の変化は私の予想を越えて進行してい る ようで
あ る 。したがって、この点についても、二つの新
聞記事を紹介す る 過程で論 じた、この事実の持つ
意味についての私見を提示す る ことで代えたい。

ただし、 この二つの記事が示唆す る 教育 シ ステ
ム改編の方向を含め、 新世紀教育計画には、21世
紀前半の日本に生じ る 教育課題について、現在考
えう る 限 り の変化を予測したフ レイムが組み込ま
れてい る こ とを指摘しておきたい。したがって、
是非、計画全体の内容について吟味していただき
たい。さらに、 こ の計画に基づく具体的な施策を
まとめた実施計画にも目を向けていただきたい。

しかし、あ く まで計画であ る 。実際に教育 ヽンス
テムを改編す る のはこれからの課題であ る 。加え
て、この新世紀教育計画は静岡県の現状と未来を
踏まえて策定されたものではあ る が、 こ れを実践
す る 一人一人の状況に応じて計画したものではな
い。しかし、21世紀の日本社会が要求す る 生涯学
習社会とは、一人一人の自 立に基づく多様な学習
機会の創造（多元化） が基盤、それがいかに理想
的なものであっても一つの型 （一元化） に統一す
る ものであってはならない。

したがって、新世紀教育計画の実践化は、本計
画を読まれた一人一人が、そこに記された内容の
一言一句にこだわ ることからではな く 、自 己の生
き る 場におけ る 自 分自身の新世紀教育計画の創造

に挑戦することから始ま る と考え る。その意味で、
こ の計画の成否のカギを握 るのは、21世紀を生き
る ために、今まさに学び育ちつつあ る 子どもたち
に、教職貝として、親として、地域の先輩として
かかわ る、私たち一人一人の在り 方であ る こ とを
強調したい。

0 0 

本計画の策定にあた り 、文部省体育局体育課長
の銭谷箕美氏、国立教育研究所の中野重人氏のお
二人から貴重な ご助言をいただいた。厚 く 御礼を
申し上げ る。

また一研究者に、県の教育計画という大きな計
画の策定に参画す る 機会を与えて く ださった静岡
県教育委員会の諸先生にも感謝の意を表 し、末尾
の言葉としたい。
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